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○碓井委員長 皆様、おはようございます。 

 おそろいのようでございますので、第35回「専門小委員会」を始めさせていただきます。 

 本日は、前回お示しいたしました「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービスの

提供のあり方に関する答申（素案）」につきまして、本日御出席いただいております地方六

団体の皆様から御意見を伺いたいと考えております。 

 まず、本日御出席をいただいております地方六団体の皆様を御紹介いたします。 

 全国知事会副会長の上田埼玉県知事でございます。 

 全国都道府県議会議長会会長職務代理者の林委員、広島県議会議長でございます。 

 全国市長会行政委員会委員長の南奈良県天理市長でございます。 

 全国市議会議長会会長の佐藤横浜市議会議長でございます。 

 全国町村会行政委員会副委員長の渡邊新潟県聖篭町長でございます。 

 全国町村議会議長会理事の藤井熊本県芦北町議会議長でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、地方六団体から御意見の開陳を行っていただきます。各団体それぞれ10分

を目安にお願いいたします。 

 進め方といたしましては、まず、全国知事会から順次御説明を行っていただいた上で、

各団体の御説明後に委員の皆様から御質問、御意見をいただくことといたします。 

 それでは、早速でございますが、全国知事会の上田副会長、お願いいたします。 

○上田知事 それでは、提出しました資料に基づいて順次お話をさせていただきたいと思

います。 

 碓井委員長、西尾会長をはじめ、各委員の皆様には、日ごろから地方自治制度の充実の

ために日夜、御尽力を賜っておりますことを改めて御礼を申し上げます。そしてまた、機

会をいただいたことに対しても、お礼を申し上げたいと思います。 

 それでは、早速申し上げたいと思います。 

 まず、基礎自治体のあり方についてでありますが、広域連携の仕組み等について、地方

自治制度の基本的方向性として、地域の実情に応じて地方公共団体が選択できる仕組みに

することが重要だと考えております。これは従来から知事会が主張していることでもござ

います。 

 住民に身近なサービスは住民に身近な市町村が担うことを原則とすべきであり、今後と

もサービスを維持するためには広域連携の選択を増やすことが必要だと思っております。 

 一方、広域連携の充実にとどまらず、住民自治確保の観点から小さな町村でも、まちづ

くりやむらづくりを独自に起こせないのか。そういう体制ができないのか。これまでの一

般的な議論でいくと、なかなか食べていけないので合併して大きくする、こういう議論が

主流になっていますけれども、例えば財政力が厳しく、しかも、区長会あるいは自治会等

が非常に充実していれば、そういう代表者が議会の代わりに直接行政側と話をするので、

議会は要らないとか、そういう大胆な考え方などもあっていいのではないか。そういうい
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ろいろな選択肢を増やすことで、また小さな町村でも一定程度の財政が確立できる形にす

るとか、あるいはインセンティブを与えて、よく頑張ったところにはそういうことが可能

になる仕組みづくりなども考えていいのではないかと思っております。今の議論は、どう

してもやっていけないから大きくしていくという議論に終始していて、住民自治という観

点が欠けてきているのではないかと私たちは思うところでもございます。 

 都道府県による補完についてでございますが、小規模市町村では処理が困難な事務につ

いて、近隣市町村との広域連携で可能な限り対応すべきであると考えます。それでも解決

できない場合の制度として、都道府県による垂直補完という選択肢を検討してもいいので

はないかと思われます。 

 大半の団体が選択肢として制度を設けることにおおむね理解を示していますけれども、

知事会内には若干、反対論もございます。それは、あくまで住民自治という観点からする

と、垂直補完はいかがなものかという議論がまだございます。 

 都道府県による補完を実施するについても、地域の実情は様々ですので、対象とする事

務の範囲も含めて、関係市町村と都道府県の自主的な判断に委ねる制度が作れないか。こ

のように考えるところでございます。 

 埼玉県で広域連携の仕組みを活用した権限移譲の推進がございますので、事例として出

させていただきました。 

 例えば今、海外にビジネスでも旅行でも行く方々が多いわけでありますが、パスポート

の交付事務が、県庁あるいは県の出先機関の地域のセンターで交付するよりは、各市町村

で交付した方が便利であることは明らかでありますが、しかし、現実には市町村も定数削

減なども行い、人員の点でも、それを増やすのはちょっと辛いとか、あるいは改めて新し

い事務をするのはなかなか辛いということで、腰が引けている部分もなきにしもあらずで

ありますけれども、それならばということで、そのエリアにおける中心的な市に窓口を設

けて、その周辺の市町からその窓口にお願いするというやり方でございます。 

 埼玉県の地図が出ておりますが、四角のところは、県のパスポートセンターが４カ所に

あるわけでございますが、丸印が広域実施地域交付窓口になっているところです。やや遠

隔地のところで中心となる市に、周りの市あるいは町、村の事務をこちらで事実上、受け

ていただく形になっております。それ以外は単独でやっております。 

 いずれにしても、秩父市なら秩父市が秩父郡市の町の事務を引き受ける仕組みづくりを

したことから、逆にこれが引きがねになって、単独で各市町で受けていただく事例が増え

てきた経過がございます。右のグラフを見ていただければ、19年からこのような仕組みづ

くりをしたところ、単独で市町村の方も受けていただく形になった経過があります。この

ように、広域連携の仕組みもいろいろなパターンで考えがあってもしかるべきではないか

と思っております。 

 なお、本来そういう議論になるべきではないかもしれませんが、俗に言う、困難な施設、

霊園であるとか火葬場あるいはごみの焼却場という困難な施設をむしろ県でやってもらっ
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た方がいいのではないかという影の声が本音ベースで市側から話が多々あります。ただ、

なかなかその辺は正式な声として上げるのもいかがかという声になっております。 

 確かに人口５万人のところで、１万5,000票ぐらいで市長選やら町長選とかで勝負ができ

るところで、3,000人の反対の署名簿が集まったら、必要なものであることがわかっていて

も、なかなか結論、決断がしにくいという問題もありますので、ごみ処理施設であるとか、

霊園あるいは火葬場については、より広域的な形で、事務組合の形もありますけれども、

場合によっては、広域団体である都道府県でも受けるような話も仕組みとしてはあっても

いいのではないかと考えるところでもございます。 

 次に、大都市制度のあり方についてでございます。 

 指定都市への事務の移譲についてでございますが、指定都市への事務移譲については、

個別の事務ごとに検討をすべきではないかと思っております。 

 必ずしも全国一律に移譲するのではなくて、地域ごとに課題の解決や合意形成を図った

上で事務移譲を進められるようにすべきではないかと考えております。 

 指定都市への財政措置についてでございますが、財政措置の検討に当たっては、移譲事

務をまず決定した上で、それに見合う財政措置を議論していただきたいと思っております。 

 都道府県には指定都市と比較して安定した税源が十分与えられていないこと、地域によ

って財政状況が大きく異なること、現行の財政措置の状況などに十分留意していただきた

いと考えております。 

 財政力指数で言えば、指定都市の所在する道府県の平均は0.63で、愛知の0.93から北海

道の0.38まで幅があります。指定都市の平均は0.86で、川崎の1.04から、札幌、新潟、北

九州の0.69。指定都市の最低でも道府県の平均よりも上である状況があることも踏まえて

いただければありがたいと考えております。 

 財政措置の具体的な内容について、知事会としては、正確に言えば、まとまっておりま

せん。現時点では判断できないとする意見が多い状況であります。次には交付税措置が中

心であります。 

 いずれにしても、税源移譲の検討については、事務移譲と同時に実施すべきだという意

見でありますけれども、中長期的に安定的な地方税財政制度の構築などについて十分議論

をすることが必要ではないかと考えているところでございます。 

 今後の議論の進め方については、道府県と指定都市が協議すべき、地方制度調査会で方

向性を議論すべきという意見が出ております。後者においても、道府県と指定都市が合意

形成を図りながら進めることが重要である。このような形で意見が出ております。 

 もう一つ、指定都市そのものについても議論が出ております。 

 指定都市の姿が非常に多様化しているのではないか。市街地がつながる都市と合併で過

疎地域や限界集落も含む指定都市が誕生している中で、基礎的自治体の意義と指定都市の

課題が本来どのようにあるべきかについても、指定都市というのがむしろ、都市部として

の自治体から、人口の多い地区を中心にした広域エリアという形になってきておりますの
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で、それでは道府県とどこが違うのだという形になりかねない。そういう本質の問題をは

らんでいるのではないかという議論もあることも付け加えさせていただきたいと思います。 

 いずれにしても、地方制度調査会で一定程度の取りまとめをいただきましたことに厚く

感謝を申し上げ、また今後、より深い議論が進むことを期待するところでございます。 

 ありがとうございました。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、全国都道府県議会議長会の林委員、お願いいたします。 

○林（正）委員 全国都道府県議会議長会会長職務代理者の広島県議会議長の林でござい

ます。 

 本日は、このように発言の機会をいただきましてありがとうございました。 

 地元でございます広島県の状況も踏まえながら意見を述べさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、答申素案全体についてでございますが、住民に身近な地方公共団体がみずからの

判断と責任において、活力に満ちた地域社会を構築するためには、大都市制度の改革や基

礎自治体における行政サービス提供のあり方について、地域のことは地域が自主的に選択

をし、決定できるように地域の選択肢を広げる方向で進めていくべきと認識いたしており

ます。制度の見直し作業を具体的に進めていくに当たりましては、地方側の意見や地域事

情を十分に踏まえた上でぜひとも行っていただきたいと考えております。 

 次に、答申素案の４ページ、（２）地方圏の抱える課題についてでございます。 

 基礎自治体の行政サービスに関する都道府県の補完についてでございますが、答申素案

のとおり、基礎自治体が提供すべき行政サービス等に関しましては、都道府県が地域の実

情に応じた補完的な役割をより柔軟に果たすことも必要であると考えております。 

 また、いわゆる二重行政の弊害ということでございますが、都道府県と市町村が同一の

地域で同種類似の業務あるいは施設の設置を行っている場合におきまして、一部の大都市

に見られますように、事務の重複あるいは対立構造として捉えて、行政上の非効率あるい

は住民の利便性が損なわれている問題が生じておるケース、両者の連携、協力不足により

まして、効果的かつ効率的な行政執行に支障が生じているケースなどがあると言われてお

ります。 

 広島県では、事務的協議を踏まえて、知事と政令市でございます広島市長とのトップ同

士が合意形成を図りながら連携を具体的に進めていくための合同研究会を平成24年２月に

設置いたしまして、連携の強化あるいは役割分担、役割分担の見直しの検討を始めたとこ

ろでございます。これはあくまで合同研究会といっても、ただ単にそういう形式的なもの

をつくるということではなくて、知事と市長が２人きりでまず話をして、しっかりとお互

いの連携、そして信頼を深めた後に事務方におろしていくことが大事であると思っており

ます。そういうことが割合とうまくいきまして、現在は、公営住宅、観光振興など、７つ

の行政サービス分野において順次見直しを進めておりまして、公営住宅の入居者募集の共
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同化、首都圏での観光PRの共同実施でありますとか、中小企業の相談窓口の一元化など、

今では10項目について実施することにいたしております。 

 今回、８ページに連絡調整のための協議会の設置について盛り込まれておりますけれど

も、先ほどもお話いたしましたように、ぜひともお互いの信頼関係に基づく協議会でなけ

ればならないと思っております。あわせてこの協議会への議会の関与が記載されておりま

すけれども、これは御指摘のように、協議の実効性を高めるためにも議会の関与は当然必

要であると思っております。 

 広島県の場合は、知事、市長がお話をされたことが我々のところにも知事から話がござ

いますので、その辺は割合とうまくいっているのではないかと思っております。 

 10ページから、都道府県から中核市あるいは特例市に対する事務移譲が盛り込まれてお

りますが、中核市・特例市に限らず、住民に身近な基礎自治体での総合行政の構築を目指

して、全ての市町村で可能な限り推進するべきものと考えております。 

 広島県では、合併後の基礎自治体の姿を前提に、平成16年11月に分権改革推進計画を策

定いたしまして、市町の規模による差を設けず、移譲に当たっては、県で実施する場合の

経費をもとに、適切に財源措置を行う移譲事務交付金を交付したり、県職員と市町職員の

相互交流を行い、専門的な人材の育成など、ある程度手厚い人的支援も行ってまいりまし

た。 

 移譲事務の代表例といたしましては、先ほどちょっとお話がございましたけれども、パ

スポートの発給や医療の従事者免許の申請あるいは福祉事務所の町への設置などがござい

まして、住民に身近な基礎自治体が窓口になったことでサービスが向上し、市町村の自己

完結性の向上あるいは定住自立圏制度のねらいでもございます広域処理や市町村間連携そ

のものが我が県では、市町村合併と権限移譲によって一定程度達成されている状況にある

のではないかと考えております。 

 なお、11ページにございます、都道府県から市町村への条例による事務処理特例制度に

つきましては、第三者機関による裁定制度などが議論されたと聞き及んでおりますけれど

も、答申素案のとおり、まずは市町村が現行制度を積極的に活用することが必要でありま

して、第三者機関による裁定制度などにつきましては、慎重な検討が必要であると考えて

おります。 

 14ページにございます、特別市（仮称）につきましては、慎重な検討が必要であると考

えます。 

 答申素案では二重行政が完全に解消され、効果的・効率的な行政体制の整備に資すると

しておりますが、一方で、実質的に都道府県の分割になり、広域調整機能の低下や税財源

が特別市の区域に偏在するため、その他の区域に対する行政サービスの低下の懸念が指摘

されるところでございまして、今後さらにこのことにつきましては慎重な検討が必要と考

えております。 

 また、特別市（仮称）の問題は、都道府県のあり方とセットで議論をされるべきもので
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ありまして、国や都道府県、市町村の役割をしっかりと捉え、慎重に議論されるべきもの

と考えております。 

 次に、16ページから17ページには、都道府県による補完について記述されておりますが、

地域の事情はさまざまでございますので、関係市町村と都道府県の自主的な判断に委ねる

制度とするべきであると考えます。 

 平成の合併後の市町村の姿は以前のものとは大きく変わってきております。最大の特徴

は、行政区域が広域化したことに伴いまして、本庁と周辺部との移動距離が長くなったこ

とが一番であろうかと思います。 

 そもそも広島県におきまして合併を進めてきた背景には、個性豊かで、活力に満ちた分

権型社会の実現を目的に全国で市町村合併が進展し、地方税財源基盤が充実され、基礎自

治体の状況が大きく変化するものであると見込み、一生懸命に合併に取り組んでまいりま

した。 

 しかしながら、合併後の中心部と周辺部との格差が拡大するという点。普通交付税の合

併算定替の期限の到来など、地方財源が縮小してきたこと。合併前の小規模な市町村で実

施してきた地域への独自の公共サービスが全くなくなった。こういう問題が出てまいった

と思っております。この問題につきましては、合併をした周辺の町村の方たちが多く口に

されるところであります。 

 そういう点を指摘する声が随分出てきたということが言われておりますので、今後、道

州制を初めとする分権改革、制度改革を進めるに当たりましては、何よりも住民起点とい

う発想のもとで、基礎自治体を初めとする地域の声を聞いた上で進めていただければと思

う次第でございます。 

 なお、16ページにも触れられておりますけれども、面積や移動時間の拡大といった新た

な要素を直視していただいて、合併市町村の実情に応じた財政措置をぜひともお願いした

いと思っております。 

 以上で発言を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○碓井委員長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、全国市長会の南市長、お願いいたします。 

○南市長 全国市長会行政委員会の委員長を務めさせていただいております天理市長の南

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回の第30次地方制度調査会での、今回いただいております答申素案につきまして、基

本的に、私たちが日ごろ要請しています内容が盛り込まれており、感謝しているところで

ございます。 

 本日の意見陳述に当たり、指定都市市長会、中核市市長会、全国特例市市長会、特別区

長会からも答申素案について御意見をいただき、皆さん方のお手元に配付させていただい

ていますので、詳細は後ほど御覧いただきたいと思います。 
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 時間も限られております。要点を申し上げて意見とさせていただきます。 

 まず、大都市制度の改革についてであります。 

 都道府県からの指定都市への事務移譲につきましては、答申素案において、移譲を可能

とするための工夫について示されるなど、事務移譲を推進する方向とされていること、大

変感謝しております。 

 また、都道府県と指定都市の関係は都道府県間の関係と同様に考えることを基本とすべ

きという方向性について、ぜひその方向で進めていただけたらと考えております。 

 その次に、県費負担教職員の給与負担にかかる財政負担につきましては、答申素案にお

いて、税源配分も含めて財政措置のあり方を検討すべきとされていますが、この点につき

ましては、これまでも指定都市が継続して主張しておられたとおり、個人道府県民税など

の基幹的な税目を税源移譲されることが必要であると考えています。 

 なお、移譲に当たりましては、教育委員会の事務費や加配職員人件費等、必要となる経

費を全て適切に算定した上で、関係者の合意形成をお願いしたいと考えています。 

 また、特別市についてでありますが、答申素案におきましては、特別市の早期実現に向

け、さらに検討すべき課題とされた項目について、指定都市の考え方等を踏まえながら、

引き続き迅速な検討をお願いしたいと考えています。 

 また、中核市と特例市の両制度の統合については、積極的な権限移譲の観点からは望ま

しい考えであると考えています。 

 これまで中核市・特例市の両市長会では、選択制による権限移譲の枠組みを、また、特

例市市長会は人口要件に弾力化を求めておられるところであります。これらにつきまして

も、御検討を重ねていただけたらと考えています。 

 また、両制度の統合による一層の事務の移譲を進めるためには、都道府県からの税源移

譲なども含めた財源措置のあり方について見直しが大切だと考えます。 

 具体的な制度設計を行うに当たりましては、中核市市長会及び全国特例市市長会への意

見聴取の機会をぜひ設定していただけたらと思います。 

 事務処理特例制度につきましてでございますが、同制度により、現在、都道府県から市

町村への事務移譲が進められているところであり、この制度を大いに評価しております。

しかしながら、都道府県と市町村が対等でないことから、決定権が都道府県にある以上、

市町村からはお願いするのが現状でございます。同制度には、都道府県の意向が強く反映

されてしまうこと。また、事務移譲に伴う財源措置が不十分などの課題があり、制度が活

用しにくい現実もございます。これらは都道府県間でその活用について大きな差が生じて

いることも明らかではないかと考えています。例えば第三者機関の設置あるいは事務移譲

に関するルール化、移譲しないとする場合の都道府県の立証責任などの仕組みについて検

討をしていただきたいと考えています。 

 さらに、事務移譲につきましては、基礎自治体が多様である現状を踏まえると、要件を

設定するにしましても、その要件を備えた基礎自治体が希望する場合には、自動的に事務
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移譲できる仕組みを考えることができないかとも考えています。例えば人口規模でござい

ます。 

 次に、基礎自治体の行政サービス提供体制等についてであります。 

 合併市町村につきましては、今回、答申素案において合併区域の広域化を踏まえた財政

措置の必要性を答申することとしていただき、感謝しております。しかしながら、合併市

町村では状況が多様であることから、答申素案に記載されているもの以外にもそれぞれの

合併市町村においてさまざま取り組みが行われているのも現状でございます。市町村合併

による行政区域の広域化を踏まえた財政措置につきましては、旧市町村地域の振興や一体

感の醸成、公共施設等の統廃合への対応など、地域の実情を踏まえたさまざまな取り組み

にかかる財政需要を的確に措置していただきたいと考えています。 

 次に、広域連携につきましては、それぞれの団体が選択肢の中から自主的な判断により

自ら選択できる方向とされていることは大いにありがたいことと考えています。 

 答申素案において、定住自立圏のような仕組みが重要とされており、その具体化を進め

ていただければと考えます。 

 定住自立圏の対象とならない地域における広域連携方策や支援策あるいは財政措置等に

ついてもさらなる検討を重ねていただけたらと考えています。 

 なお、地方公共団体間における柔軟な連携を可能とする仕組みの検討に当たりましては、

合意形成の手続の迅速化などに十分配慮した制度設計をお願いしたいと思います。 

 また、小規模団体の事務執行については、行政の効率化等の観点にとらわれることなく、

地域の実情も踏まえた検討を進めていただけたらと思っています。 

 最後に、教育委員会関係についてでございます。 

 教育再生実行会議の第２次提言に対して、地方六団体では、４月19日に「教育委員会制

度等に関する意見」を提出しております。この中で、首長による教育長の任命・罷免権と

指揮監督権は一体のものと認められるべきであること。あるいは教育委員会設置等の選択

制を含め、首長と教育長の関係について幅広く議論を重ねる必要がある等々の意見を述べ

ています。答申素案におきましても、教育委員会の選択制について明記されていて、感謝

申し上げます。ぜひともこれを答申に盛り込んでいただきますよう、お願いいたします。 

 また、現行の教育委員会につきましては、地方自治法で規定された執行機関であり、そ

の改革に当たっては、地方制度調査会等々で御審議いただけるものと期待しています。 

 終わりに、道州制について、せんだっても私はある場で意見を申し上げました。一般国

民が得心できますような基礎作業を重ねていただいた上で、これもぜひ手がけていただけ

たらと思います。 

 以上、私の意見とさせていただきます。 

 ありがとうございます。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、全国市議会議長会の佐藤会長、お願いいたします。 
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○佐藤議長 去る５月22日に第60代全国市議会議長会会長に就任をいたしました、横浜市

議会議長の佐藤祐文でございます。今後とも御指導、御鞭撻賜りますよう、どうぞよろし

くお願い申し上げる次第でございます。 

 また、本日は、答申の取りまとめに当たりまして、このような発言の機会をお与えいた

だきましたこと、まことにありがとうございます。他の団体と発言が重複するところがあ

ると思いますけれども、市議会の立場で意見を申し述べさせていただきたいと思います。 

 まず、第２、現行の大都市等に係る制度の見直しの１、指定都市制度についてでありま

す。 

 都道府県と指定都市の関係は、県同士の関係と同様であるとの見地に立って、都道府県

と指定都市との二重行政の解消のため、指定都市への事務の移譲を進めるという方向性に

対し賛意を表する次第であります。あわせて県費負担教職員の給与負担など、事務移譲に

より指定都市に生じる新たな財政負担について税源配分を基本に対応する旨が明記された

ことは評価できるものと考えております。税源としては、都道府県から指定都市へ個人道

府県民税などの基幹的な税目に関する移譲をぜひお願いしたいと考えております。 

 また、住民自治を強化するための見直しとして、区の役割の拡充がうたわれております

が、都市内分権や住民自治の強化の重要性についてはもとより認識をしており、既に私ど

も横浜市でも取り組んでいるところでございます。指定都市はそれぞれ異なった沿革があ

りますので、区役所にどの程度の業務を担わせるかについては、それぞれの指定都市が条

例で定める。すなわち、自主的な取り組みに委ねていただいたことは率直に賛成をしたい

と考えております。 

 ただし、新たな区の位置づけに当たり、一又は複数の区を単位とする常任委員会を設置

し、区にかかる議案の審査を行うこととすべきとされておりますが、これはぜひそれぞれ

の指定都市の自主的な取り組みに委ねていただきたいと考えております。 

 次に、中核市・特例市制度についてであります。 

 中核市・特例市制度の見直しに当たっては、都道府県からさらなる権限及び税財源の移

譲を進めることを基本とすべきであると考えております。その意味で、地方分権改革推進

委員会第１次勧告に沿って、また現在、新藤大臣のもと議論が進められている地方分権改

革有識者会議の動きも視野に入れながら、一般市も含め、法令による事務移譲を進めてい

ただきたいと考えております。 

 また、事務処理特例についても使い勝手をよくするべきという観点から、必要な改善を

ぜひ進めていただきたいと考えております。 

 次に、第３、新たな大都市制度の２、特別市についてであります。 

 大都市制度に関しては、それぞれの地域の実情に応じた多様な大都市制度、すなわち大

都市が地域の特性や実情に応じ、我が国の経済等を牽引するための潜在能力を存分に発揮

できる制度を創設すべきであり、特別市はその有力な選択肢となると私どもは考えており

ます。 
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 素案では、都道府県から指定都市への事務と税財源の移譲を可能な限り進め、実質的に

特別市に近づけることを目指すとされておりますけれども、今後とも、指定都市を初め、

地方の意見をよく聞いて、大都市にふさわしい制度のあり方を目指していただきたいと存

じます。その際、周辺自治体への影響、ひいては基礎自治体のあり方についても十分検討

すべきであると考えます。特別市など、新たな大都市制度の実現は、基礎自治体優先の原

則、すなわち補完性の原理に基づく地方自治制度改革につながるものであります。基礎自

治体の権限を強化していく観点から、早期の実現に向けて引き続き推進していただきたい

と存じます。 

 次に、第４、今後の基礎自治体の行政サービスの提供のあり方についてであります。 

 各市はこれまでさまざまな行政課題に対し、さまざまな共同処理方式により、行政の効

率化及び住民サービスの向上に努めてきたところであります。また、東日本大震災では、

遠隔地の自治体による支援や職員派遣が大きな役割を果たしたことは御案内のとおりでご

ざいます。したがいまして、今回、自治体みずからが選択する広域連携メニューをふやす

という点から、柔軟な連携を可能とする仕組みを制度化すべきとされてこと。また、大都

市圏域の市町村においても、水平的役割分担の取り組みを促進するための方策を講ずるべ

きとされたことは評価できるものと考えております。 

 最後になりますけれども、地方議会の機能強化について申し上げます。 

 昨年成立いたしました地方自治法の一部改正法は、当面、早急に改善すべき事項に関す

るものと承知いたしております。地方分権の進展に伴い、執行機関の役割が強化されてき

ていることや、今回の答申を受けて広域連携の仕組みが充実されることを踏まえて議会の

果たすべき役割もまた大きくなることから、地方議会が住民の負託にこたえるための議会

活動のさらなる充実につながる権能強化という視点から、今後とも十分に議論をしていた

だきたいと思います。 

 私からは以上とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、全国町村会の渡邊町長、お願いいたします。 

○渡邊町長 ありがとうございます。 

 全国町村会の渡邊と申します。 

 西尾会長、碓井専門小委員長を初め、委員の皆様方には、私ども自治体が抱える大きな

課題に関して、諮問事項に沿って幅広い熱心な御審議をいただいていることに対して、ま

ずは、敬意と感謝を申し上げます。 

 また、本日は、発言の機会をいただきましたので、答申諮問の16ページ、第４の「平成

の合併」後の基礎自治体の現状と今後の基礎自治体の行政サービスの提供のあり方の記述

等を中心に意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、１つ目の「平成の合併」の経緯と現状ですけれども、答申の素案の中では、合併
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した市町村においてコミュニティの維持管理や災害対応に重要な役割を果たしている支所

機能を適切に活用するなどの取り組みを継続的に進めることができるように財政措置を講

ずる必要があると記述されています。 

 御承知のように、合併して周辺部となった旧町村部は、衰退とまでは申し上げませんけ

れども、ところによっては、置かれている現状を見る限り、重要な指摘であると考えてい

ます。 

 一方、合併を選択しなかった町村においても、地域コミュニティの維持は大きな課題で

す。地域医療の確保、生活交通確保などは合併の有無にかかわらず、地域住民にとって共

通した大きな課題でもあります。 

 よって、合併の有無にかかわらず、町村の多様な財政需要を的確に反映するための工夫

を重ねていただいて、個別町村の行財政運営に支障の来すことのないよう留意する必要が

あるのではないかとまず考えます。 

 次に、広域連携に伴う財政措置に関する３の具体的な方策、（２）地方圏における市町村

間の広域連携のあり方が記述されています。具体的には地方中枢拠点都市を核に、産業振

興、雇用、高度救急医療、障害者福祉等の分野において、都市機能を集約し、近隣の基礎

自治体とネットワーク化を図っていくことが重要であるとして、役割に応じた適切な財政

措置を講ずる必要があると、記述されています。 

 事実、私ども周辺市町村は、中枢都市の大規模商業や医療機能など、都市機能の恩恵を

受けている面もあります。しかし一方で、中枢都市も周辺市町村から環境、食料生産など

の提供を受けており、対等の立場にあるわけです。 

 よって、財政措置を講ずる場合には、周辺市町村の果たすべき役割が軽んじられるよう

なことのないように留意する必要があるのではないかと考えます。 

 次に、３点目ですが、都道府県による補完についてです。 

 （５）都道府県による補完では、市町村の事務を都道府県に委託しようとする際、都道

府県に事務処理体制がない場合等でも地方公共団体間の柔軟な連携の仕組みを制度化し、

活用することにより、都道府県が処理できるようにすべきであると、記述されています。

市町村の事務を都道府県に委託する際には、当然、委託者である市町村の意思が全面に機

能し、働かなければなりません。市町村以外のものが自治体の規模等によって都道府県の

補完の是非を判断することがないように留意していただく必要があると考えます。水平補

完とか都道府県による補完という記述もされていますけれども、その辺は御留意いただけ

ればありがたいと思っています。 

 以上、３点について意見を申し上げましたが、最後に１点だけ、修正をお願い申し上げ

たい。市町村合併の推進に関する記述についてです。市町村合併について、答申素案の５

ページの「自主的な市町村合併に対しては、引き続き必要な支援措置を講じていくことが

重要である。しかしながら、市町村合併に向けた現実の取組は進んでおらず、今後短期間

で市町村合併が大幅に進捗することは想定し難い状況にある」という表現があります。「合
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併推進」という明確な表現ではありませんが、今後もさらなる市町村合併を進めていくの

ではないかとも受けられます。この部分については、削除あるいは別の表現に改めていた

だきたい。 

 これは、自民党などで、いわゆる道州制の議論が加速するのではなかろうかという懸念

をしている中で、平成の大合併後の我々町村の置かれている現状を見る限り、今度は道州

または基礎自治体という振り分けの中で、さらに基礎自治体を20万なり30万の特例市や中

核市なみの規模に集約していく。そうなった場合、どうしても我々基礎自治体である町村

サイドはまたさらに合併が推進されるのではなかろうかという危惧を持っているわけです。

そのような理由から、全国町村会では道州制の導入には反対の立場を明確に申し上げてい

るわけですが、そのことも踏まえ、削除あるいは別の表現に改めていただければありがた

いという趣旨です。 

 最後に、いずれにせよ、基礎的な地方公共団体である市町村は、住民に最も身近な自治

体として、その人口規模の大小を問わず、それぞれの地域特性や、資源を生かした施策を

展開して、多様な地域づくりに努めています。先ほど知事会の上田知事さんからもお話が

ありましたが、最近は都市が肥大化されてきて、本来の日本憲法に保障されたそれぞれの

地域に住む国民の基本的人権を初め、いろいろな行政サービス面の格差が広がりつつあり

ます。そういう意味からも、本来あるべき住民自治のあり方の根幹をきちんと理解しなが

ら、日本のよき伝統である自治制度をしっかりと確保していく必要性があるのではなかろ

うかと考えています。そして、社会福祉や高齢者への対応など、必要な行政需要には、幾

ら小さな自治体であっても、必要に応じて広域的な連携の仕組みを活用しながら実施して

いる実態もある中で、こうした点を十分念頭に置いて、地域の実態、住民の意向、行政の

現場での取り組みを十分に踏まえ、それぞれの地域実情にあわせ柔軟に選択できる仕組み

について、取りまとめをお願い申し上げたいと思います。 

 以上であります。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、全国町村議会議長会理事の藤井議長、お願いいたします。 

○藤井議長 全国町村議会議長会の理事を務めております熊本県芦北町議会議長の藤井で

す。 

 発言の機会をいただき、ありがとうございます。 

 もう６番目の発言となりますので、かなりの部分で重複する点をお許しいただき、私か

らは町村の立場で、今後の基礎自治体、とりわけ小規模な町村のあり方について述べさせ

ていただきます。 

 答申案にもありますように、将来の人口減少社会に対応した行政体制のあり方はとても

大きな問題だと我々町村議会でも認識しております。 

 現在の町村の現状を申し上げますと、さきの平成の大合併で合併したところ、みずから

自立の道を選択したところとさまざまでありますが、全ての町村がその将来を見据え、地
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域住民のため、真剣に議論を重ねて現在の姿になっております。 

 私の地元の例を申し上げますと、人口２万7,000人の水俣市、5,000人の津奈木町、１万

9,000人の芦北町の１市２町で水俣・芦北広域行政事務組合を構成し、平成７年から消防、

廃棄物等の事務の共同処理に取り組んでおります。私自身、組合議会の議長をしておりま

すが、組合はこれまで大きな問題もなく、スムーズに運営されております。また、熊本県

内の他の広域行政も問題が起きて困っているといった声はほとんど耳にしませんので、私

どもの組合と同様、スムーズに運営されているものと受けとめております。 

 しかしながら、全国的に見れば、町村の中には、歴史的背景等から、どうしても広域的

手法が活用できない、あるいはなじまないケースもあろうかと思います。特に離島や中山

間地域に所在する町村は、地理的な条件からも、連携したくても連携できないケースも考

えられますので、本答申案にありますように、都道府県による補完も１つの方法だと思い

ます。今後、国において都道府県による補完制度を検討される際には、町村から都道府県

に事務委託の要請があれば、都道府県は誠実に対処する仕組みとなるよう、検討していた

だきたいと思います。 

 最後になりましたが、本答申案は、全体的に市町村合併の記述がとても多いと感じてい

ます。特に、答申案の５ページ、これは町村会と同じですが、（２）基礎自治体における行

政サービスの提供のあり方についての制度的対応の２段落目において「市町村合併に向け

た現実の取組は進んでおらず、今後短期間で市町村合併が大幅に進捗することは想定し難

い」といった、さらに市町村合併を期待するような表現があります。我々町村は、平成の

大合併は一段したと認識しております。この後に及んで、さらなる合併を期待するような

表現はやめて、削除あるいは別の表現にしていただきたいと思います。 

 また、他のページにもありますが、例として、同じく５ページの（２）の第３段落目に

「自主的な市町村合併のほか、共同処理方式による市町村間の広域連携や都道府県による

補完など多様な選択肢」とあります。文末では「市町村が最も適した仕組みを自ら選択で

きるようにしていくことが必要である」となっていますが、「自主的な市町村合併のほか」

という表現では、まず第一に合併があり、それがだめなら別の方法もあると受けとめかね

ません。市町村が最も適した仕組みをみずから選択できるようにするのが最終的なねらい

であれば、自主的な市町村合併や共同処理方式による市町村間の連携、または都道府県に

よる補完と全てを並列にしていただきたいと思います。 

 いずれにしましても、答申案を取りまとめるに当たっては、行政の効率化のみにとらわ

れることなく、町村の実情にも十分配慮していただくようお願いし、以上をもちまして、

私からの発言といたします。 

 ありがとうございます。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 それでは、これから地方六団体の皆様の御発言に関して、委員のほうから御意見等があ

りましたらお願いしたいと思いますが、それに先立ちまして、先ほど全国町村会の渡邊町
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長、ただいまの全国町村議会議長会理事の藤井議長さんから、素案の５ページのちょうど

中央部分にある市町村合併についての記述「しかしながら、市町村合併に向けた現実の取

組は進んでおらず、今後短期間で市町村合併が大幅に進捗することは想定し難い状況にあ

る」という素案の記述につきましては、前回の小委員会で審議した際にも検討すべきであ

るという意見が出されておりまして、私どもも今後検討することになっております。ただ、

この文章をどのようにお受けとめになっておられるかということについては、きょう、今

後の質問の中でも出てくるかもしれませんが、私どもが検討するという認識を共通に持っ

ているという点は冒頭にお伝えしておきたいと思います。 

 それでは、これから御質問、御意見等を出していただくことになりますが、六団体のお

一人の方に集中的に１回で幾つもの質問を浴びせるという方法は余り好ましくないと思い

ますので、むしろある論点を取り上げて、複数の団体の方に関係し、それをまとめていた

だく。つまり、余り複数の論点を一挙に委員の皆様は出していただかないようにというお

願いをしておきたいと思います。 

 それでは、残り60分を切っております。大変厳しいのですが、委員の皆様、よろしくお

願いいたします。 

 太田委員、どうぞ。 

○太田委員 １つの論点について、上田知事に全国知事会としての態度を確認させていた

だきたいと思います。それは事務処理特例の問題であって、市長会からは使い勝手が悪い

というか、都道府県がうんと言ってくれなければ動かない。それは都道府県の条例で決め

るのだから、基本はそうなのですけれども、それに対してどうにかしたほうがいいのでは

ないかという問題が出ており、この委員会の中でも、市町村にもうちょっと優しいやり方

をとろうという人から、変える必要はないという人までいろいろとおります。都道府県議

長会からは第三者を入れるようなものには反対であるという意見表明があったのですが、

知事会からは明確にいただいていないように思いますので、もし何か知事会として態度が

決まっているのであれば、お教えいただければと思います。 

○碓井委員長 上田知事、お願いします。 

○上田知事 前段の部分から申し上げますと、基本的には、市町村の一部に都道府県が権

限移譲に応じてくれないとか、あるいは使い勝手が悪いとかという御意見もあるというこ

とはよく聞いておりますが、現行制度の中で、市町村議会で議決を得れば、都道府県に対

して権限移譲を求めることができる制度そのものを活用した事例は全国的にまだ一度もな

い。制度が用意されておりますので、一度それを使ったらどうですかと。もし本当に言う

ことを聞かないのであれば。むしろ、首長同士、知事と市町村長の皆さんたちとは、市長

会だとか町村会を通じて、本音ベースの話もできますので、それでいいのですが、本当に

聞かないのであれば、現行制度の議会の議決を得てちゃんと都道府県に申し入れをすれば

そのことができるようになっていますので、それを使ってさまざまな権限移譲が要求され

れば、それに尽きると思っております。 
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 第三者機関による新たな調停制度みたいなものについては、基本的には、今、申し上げ

たとおり、私どもは市長会とか町村会とある程度の意思疎通ができておりますので、それ

を通じてお話ができますので、それで十分だという意見が圧倒的に多いことは事実です。

ただ、それでもどうにもならないときに、そういう制度を用意してもいいのではないかと

いう議論はあります。ただ、基本はやはり自主的に自分たちで決めることだという考え方

を持っております。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの条例による事務処理特例について、ほかの委員の皆様を含めて、何かさらに

御質問等がありましたら出していただければと思いますが。 

 今の上田知事さんの発言にもございましたように、制度改正で、市町村の側から要請が

できる制度になっているのですが、それはまだ活用された実績はないということです。 

 大山委員、どうぞ。 

○大山委員 私も今のところは伺いたいと思っておりまして、むしろ市長会、町村会の方

からどうして使われていないのかというあたりを伺えればありがたいと思います。 

○碓井委員長 それでは、南市長さんにお願いしてよろしいでしょうか。 

○南市長 私は奈良県の場合でお答えしたいと思います。 

 今、おかげさまで奈良県は、県知事、市町村が非常にはっきりと物を言いながら、概ね、

月に１回以上、いろいろな問題について意見を交わしています。特に私のほうからこれを

改めてもらいたいとか、そういう認識はしていません。もしあれば、また市長会の立場か

ら県のほうにも意見を申し上げたいと思っています。 

 以上です。 

○碓井委員長 佐藤議長さんはいかがでしょう。 

○佐藤議長 私どもの認識としては、簡単に言ってしまいますと、都道府県と市町村はあ

る意味、対等、協力の関係にあるにもかかわらず、この制度ですと、先ほど南市長さんか

らの発言の中にもございましたけれども、どちらかというとお願いをするという形になっ

ていて、どうも使い勝手が悪いという捉え方をしておるところでございます。 

○碓井委員長 渡邊町長さん、いかがでしょうか。 

○渡邊町長 実際のところ、都道府県から市町村に対する事務権限の移譲については、基

本的には、それぞれの都道府県が当該市町村と協議しながら、どの事務を権限移譲するの

かという振り分けを、きちっと議論しながらやっていると思う。 

 それらについて市町村は、それを県からの配慮と受けとめながら、具体的に選択をしな

がら、自分の市町村にとって住民の立場で有益に機能するのかどうかも含めながら県と協

議し、条例の制定に及ぶ場合もあるし、またはただ、県からの権限移譲という形で対応し

ているということもあるのではないか。ただ、今の質問の条例制定に至るか云々というの

は、余り反映されていないことは事実だと理解しています。 

 以上です。 
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○碓井委員長 では、藤井議長さんにもお伺いします。 

○藤井議長 佐藤議長、渡邊町長から発言されたものと全く考え方は一緒です。小さい町

村の意見がなかなか上のほうに通らないというもどかしさはあります。しかし、これもい

ろいろと機会があるたびにそういう要望もいたしておりますし、地方の権限も大いにこれ

から重視していただくことが大事ではないかなと思っております。 

 以上です。 

○碓井委員長 それでは、委員の皆さん、今の条例による事務処理特例についてさらに御

発言等がありましたらお願いいたします。 

 斎藤委員、どうぞ。 

○斎藤委員 この論点につきましては、前回も委員会である程度議論があり、その場では、

用意されている制度が使われていないのであれば、まず、それを使ってからではないかと

いう意見がありました。ただ、前回のヒアリングにおきまして、要請の制度も含めて全体

として使い勝手の悪さの指摘があったので、今回改めて全体としてお伺いしているところ

があります。きょうの議論をお伺いすると、やはりどうしてもこの段階でここを改めてと

いうところまでの御意見は残念ながら、私には聞こえてこなかった気もいたします。 

 ただし、市長会の資料につけておられます、３ページ、中核市市長会の（４）では、※

で、要請制度というのは確かにあるけれども、積極的な活用に向けた要請手続・効果の見

直し等が必要であるという御意見は出されています。先ほどありました、全体としてお願

いベースになってしまって、要請したとしても、それが反映される程度というのは必ずし

も保障されていないという趣旨がここにあろうかと思います。その点でこの時点でも要請

制度についても制度的改正をすべきかどうかという観点はまだ残っているとは思います。 

 歯切れの悪い発言で済みませんが、以上です。 

○碓井委員長 どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 小林委員、お願いします。 

○小林委員 市長会の市長さんがおっしゃったのは、ペーパーには確かに書かれていない

のですけれども、口頭では、第三者機関の設置とか、立証責任の転換というようなことを

おっしゃられたと思うのです。この問題は、元へ戻るのですけれども、なぜ今まで議会の

議決を経て、市町村長が道府県知事に事務処理の移譲の要請をしなかったのか、前例がな

いのかということについては、大部分は事前の知事さんと市長さん、町長さんとの話し合

いで事が進んでいたのだろうと思う。 

 もっと言いましたら、県のほうは県のほうでこういった事務については市町村に移譲し

てもいいですよ、単独でも結構ですし、一定のパッケージでも結構ですし、いかがですか

というものを示されています。同時に、移譲事務処理交付金の要綱もありまして、大体、

初期費用がこうで、毎年毎年こんな費用をみたいなことも決まっていますから、ある程度

その枠でお互い市町村と県が合意できたら進んでいくというだけのことなのだろうと思う
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のです。ですから、市町村長が何も議決を経てまで正式に事務移譲の要請したところで、

だからといって県のほうが、例えば移譲事務の交付金の要綱まで変えて、ちょっと多目に

金を出してみたいなことにはなりようがないものですから、だからあえて議会の議決を経

ての事務移譲の要請まですることはなかったのではないかなと個人的には思っているぐら

いです。 

 それはそれでお互いの話し合いで進んでいけばいいのですけれども、実際は、かなり都

道府県によって移譲事務の数のばらつきがあります。だから、ものすごく市町村のほうで

一定の事務について住民に身近なことをやりたいという気持ちがあって、県のほうにお願

いしたのだけれども、例えばパッケージではないと移譲できないとか、あるいはどうして

も移譲事務交付金の額が少ないとかで、市町村はこれでは自分のところの議会に説明がつ

かないなどといって、前に進まないケースがあるのではないか。そういったことを放置し

ておいていいのかということで、それで第三者機関とか、今、市長会の市長さんがおっし

ゃった立証責任の転換みたいな発想も出てくるのではないかという気がするのです。そう

いった限界的なものやデッドロックに陥ったものに対して何らか第三者基幹的な解決の道

筋があればいいのではないかと考えています。 

○碓井委員長 意見として伺っておいてよろしいですか。特に南市長さんに伺う必要はな

いですか。 

 ほかにいかがでしょう。 

 ちょっと進行役の私から上田知事さんにお尋ねさせていただきます。 

 知事会という立場ではなくて、埼玉県知事という立場の御質問になるかもしれませんが、

条例による事務処理特例、考えてみると、一律に全ての市町村にある特定の事務をおろす

という一括方式と、個別に可能なところにだけおろすという個別方式とがあると思うので

すが、そういう中にあって、埼玉県さんの試みは非常にユニークといいますか、秩父市に

という最初のケースで考えますと、秩父市周辺の区域の人のパスポート事務も秩父市でや

っていただけるということですね。なかなかこの仕組みは。つまり、周辺の市町村にもお

ろした上で、そこからまたその事務を秩父市に移すというのは、何となく組み合わせれば

わかります。要するに主体としては３主体あるはずなのに、秩父市と埼玉県の関係で処理

される。この仕組みは非常に興味深くて、それが現行制度で正面からうまくできているの

か、あるいは埼玉県さんの大変な工夫によるのかよくわからないですが、大変ユニークな

ものだと受けとめますが、何か特にその検討過程で議論になったようなことがありました

ら、教えていただきたいのですが。 

○上田知事 やはり最近における財源不足での定数削減などで、町レベルだと新しい事務

を受けるのにちょっと引くという気分が基本的にはやはりあります。それで何とかかんと

かと言いながらお願いをする形になっていくのですが、少なくとも熊谷市に行くよりも秩

父市に行くほうが近いですねと。周りの町にとってみれば、いろいろな買い物だとか出か

けるにしても、とりあえず一番近いところは秩父市。それであれば、秩父市で基本的にで
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きればいいねと。本庄市なども、周りの上里町だとかそういったところも、熊谷市も決し

て遠いわけではないのだけれども、本庄市の方がはるかに近い。それであれば、本庄市に

あればそれでもいいですよと。県からすると、どこにでもセンターを置くというのは、や

はり県のほうも費用がかかる。まさに行政の効率化ということでは、やや難がある。パス

ポートそのものは住民の工夫によって何か行政が変わっていくということではなくて、基

本的には、渡航にかかる様々な事務ということですので、どこで誰がやっても変わらない

事務ですので、近ければ近いほどいい。そういうものを全部クリアする形が結果的にその

ようになったというものでございます。 

○碓井委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ほかの論点で委員の皆様から御質問や御意見等がありましたらお願いいたし

ます。 

 江藤委員、お願いします。 

○江藤委員 都道府県による市町村の補完についてということで、19ページから20ページ

に特に書いてあるところです。今回、都道府県が処理する体制がない場合にもということ

で、踏み込んで書いてありますけれども、これについて上田知事と林議長にお話を伺いた

いと思います。 

 お二人とも、これについては問題だということではなくて、これはいいことだという評

価だったと思うのです。もちろん上田知事の資料については課題もありますが、全体的に

は肯定的だと読めます。ただ、今の事務処理特例の逆だと思うのですが、調整というので

すか、自主的だとか、地域ごとにということなのですけれども、言葉はすばらしいのです

が、県が拒否した場合に委託等が可能かどうか。補完が難しくなる場合もあるのではない

か。その場合どのようなことが想定されているか。県による補完について積極的な原則に

基づいてやるとすればどうするか。今の事務処理特例の話だったら、今の運用でうまくい

っているよということだと思うのですけれども、これについてどうお二人は考えられてい

るか、まずお話を伺いたいと思います。 

○碓井委員長 江藤委員が御指摘のように、この補完は、先ほどの条例による事務処理特

例とは逆の方向ということになりましょうか。 

 それではまず、全国知事会の上田知事さん、お願いします。 

○上田知事 基本的には、最初に申し上げましたように、話し合いの中で解決するという

のがポイントだと思っております。しかし、今、何が想定されるかということは、なかな

か仮定の話を言うのはいかがかと思いますが、それは必ずあると思います。同じように補

完といっても、それは本来市町村の事務ではないのですかということで押し返すようなこ

と。それはわかっているのだけれども、あえてそれをお願いしたいのだという話のときに

どうするかということですが、それはまた往復を何回かするしかない。場合によっては、

若干、時期を待つという形になるかもしれない。ただ、基本的には、話し合いができない

ような関係になっていること自体が問題ですので、幸い、仮に個々の知事と個々の市町村
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長との関係が何かの関係で都合が悪くても、町村会とか市長会という枠組みもありますの

で、その枠組みの中でも解消ができると思っています。時として、選挙とかそういうもの

でしばらくはお互いにむっとしているとか、そういうことはあり得る話ですので、話がし

づらくなったり、あるいは手続がちょっとストップしてしまうということはよくあると思

いますので、そこは知恵を出して、市長会とか町村会を活用しながら話をしていくという

ことが大事ではないかと考えます。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、全国都道府県議会議長会の林委員さん、お願いします。 

○林（正）委員 この問題につきましては、それぞれ地域の事情がさまざまであろうかと

思っておりますので、やはり市町村と県とのコミュニケーションが何より大切で、ぎくし

ゃくしているところは、そういうところが余りうまくいっていないのではないかなと思い

ますし、その間にそれぞれの地域から議員が出ておるわけでありますから、議員が仲介を

して市町村と県が話し合いを十分していただいて、コミュニケーションをとっていただけ

ればと思っております。 

 広島県の場合は、そういう点では、そういう問題が発生をしてぎくしゃくするというこ

とは今は起こっておりませんが、そういうことについては、議員もおりますから、話し合

いを十分やられればいいのではないかと思っております。 

 それと、先ほどの権限の移譲などのことでありますけれども、広島県は2,446の事務を権

限移譲することとしております。そして、移譲事務交付金を大体13億円以上、各市町村に

出しておりますので、先ほど来のお話を聞いておりまして、そんなに県と市町村とで権限

移譲の問題でぎくしゃくしているというのは、そんなところがあるのかなと実は感じたと

ころであります。 

 以上であります。 

○碓井委員長 どうもありがとうございました。 

 きょうは六団体ということで御意見を伺っておりまして、本当は今の言葉を使えば、都

道府県と市町村でぎくしゃくしている、そういうケースの方に御意見を伺った方が私たち

はうまくいくのかもしれませんが、そこは御容赦願います。 

 江藤委員、お願いします。 

○江藤委員 今、前者の県による補完のところの続きですが、林議長にもう少しお話を伺

っておきたいのですが、それぞれ出身の議員の方がいるからそこで調整できる可能性があ

るということです。制度改革ではなくて、運用での議論になってくると思うのですが、さ

まざまな広域自治体の議会として、その調整役として議会が動ける可能性があるのかどう

か。 

 例えば三重県は市町村議会議員と、毎年ではないのでしょうけれども、意見交換会をや

り、そういう中で、調整を行っていく。今の補完についても、役割として広域自治体の議

会が積極的な役割を果たしていく。ただ単に議員がというのが主語ではなくて、議会とし
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て動けるというのがあり得るのでしょうか。 

○碓井委員長 それでは、林委員、お願いします。 

○林（正）委員 それは、大体、陳情ごとといいますか、各地域の町村長さんと地域の議

員とで一緒に、知事とか議長のところへ来られるということが多いです。大体そうやって

事前調整を行うことになっておりますので、自然と余り大きな問題にならないという感じ

はいたしております。 

○碓井委員長 ほかの委員、いかがでしょうか。 

 斎藤委員、どうぞ。 

○斎藤委員 たびたびで申しわけありません。 

 今の県による補完の論点で、全体としてこういう県の補完の制度の必要性は理解できる

として、市町村の代表の委員の方からも、それに当たって考慮すべき点として、例えば町

村の意見を十分尊重すべきだということが出ましたし、県議会も県、市町村の自主的判断

に委ねるべきだとおっしゃっておられました。そうすると、こういう新しい制度をつくる

ことの必要性については、ある程度、共通了解ができているのかどうかということで、市

町村の代表、長、議会の方に確認をしたいと申しますか、先ほどおっしゃった御意見以外

で、県による補完制度について何か留意点といいますか、先ほど時間の関係でおっしゃれ

なかった点や、これは言っておきたいということが市町村の側であったらお聞きしたいと

いうのが１点です。 

 もう一つだけ手短に、上田知事さんが御発言の中で、むしろ市町村の本来的事務につい

ても、本音ベースでは県のほうにごみ処理等についてやってもらえないかという話がある

という課題をお話になりました。ただ、ペーパーの中では、補完の制度については、知事

会としては、県の側はどう受けとめるかというと、県に当該事務の処理体制があることを

前提にした記述になっていますけれども、そこはその両方をつき合せるとどういうことに

なるのか。市町村からごみ処理などについてもどうしても困難で、なおかつ広域連携もで

きないと言ってこられた場合には、従来の考え方で、それは処理体制がありませんという

話になるのか、それとも何か新しい工夫があり得るのか。そこについて何かもう少し踏み

込んでいただけると更に議論の参考になると思います。 

○碓井委員長 それではまず、市長会、南市長さん、お願いします。 

○南市長 都道府県が市町村の事務を補完することについての御質問と認識しています。

奈良県の場合ということでお答えしたいと思います。 

 答申の素案で指摘されていますように、地理的な条件あるいはその他のことによって水

平的な連携が困難な地域もあることはあり得ると考えています。しかし、垂直あるいは水

平を上手に組み合わせてやっていく、私の県では、大方の市町村はそういう思いでやって

います。先ほど言いました奈良モデルということで、もう数年前から県知事と市町村長が

集まって、特定の事務事業について意見交換をやっています。新しい奈良に変わろうとい

う思いでの取り組みです。もしこういうことで、また何か不都合を実感しましたら、意見
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をはっきりと述べていきたいと思います。 

○碓井委員長 議長会の方を飛ばして恐縮ですが、全国町村会の渡邊町長さん、お願いし

ます。 

○渡邊町長 先ほどの事務処理特例の関係でも申し上げたように、今、ほとんどの都道府

県と各市町村の関係については、国の分権の動きとあわせて、それぞれが相違工夫をしな

がら、県の事務権限を市町村に移譲する傾向で全てやっている。 

 ただ、私ども町村や一般市の規模になると、首長として望むべき事務権限というのは何

があるかというと、都市計画の問題、農地法、農業地域の問題に対して独自に首長がきち

んと住民の意向を受けて自分たちでまちづくりできるような権限を望むのです。しかし、

現実問題は、そういう大事なものは、知事さん方はなかなか移譲してくれない。しかし、

国の分権の動きの中には、その辺は関与だけはさせるけれども、現実に法律によって多少、

我々の権限になっているところもある。 

 そういう関係の中、事務の権限がそれぞれの市町村で自主的処理ができる範疇のものを

きちっとやってきていると思う。それをさらに補完という形で捉えられると、いささか町

村としてはどうなのかなと思うところはある。ただ、全国津々浦々ですから、場合によっ

ては水平補完、都道府県による補完というのは余り歓迎しないけれども、ただ、そうなっ

たとしても、そこの市町村の実態があるので、事務処理できる専門職や技術職、職員の体

制等、そういうものにかかるものであれば、これはやむを得ず、手挙げ方式と言いますか、

市長会の方では選択という意見も出ていますが、こういうものを最後の手段としては、や

むを得ざるものがあるのかなという認識は持っています。 

 以上です。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 それでは、上田知事さんに本音ベースではという部分についての斎藤委員の質問があり

ましたので、お願いいたします。 

○上田知事 まず、基本をずっと大事にすべきだと思います。市町村中心、広域的連携、

それでもなおという部分についてこの中間答申の中で一定の制度を作られる含みが書いて

あります。柔軟な連携の仕組みを制度化という形で、例えばイメージ的には、任意の協定

などが考えられるのかなと。県と当該市町村と、多分、町村レベルだと思われますけれど

も、任意の協定を結んで、中心市街地とか定住自立圏構想の中での中心地からうんとはな

れたようなところとか、そういったところは広域連携の中の枠組みでもちょっと辛いねと

いうときに、県と協定などを結んで事務を委託していくとか、そういうやり方が１つある

と思っております。 

 逆も真なりということではありませんが、俗に言う、困難な課題。みんなが霊園が必要

だというのは、例えば埼玉県全体で言えば、霊園は必要ですと。一人一人に聞けば、公的

霊園がたくさんあったほうがいいねと言います。市レベルでもあったほうがいいねという

話になります。でも、自分の家の裏山にできたら嫌だねと。隣にできたら嫌だねという話
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になってきて、日本人は人がいいですから、当該地域は、仮に200人なら200人でも、その

方々が署名運動を始めると、すぐ3,000人とか6,000人、ほとんど関係のない人までみんな

署名してしまいます。しかし、署名簿という形では威力がある。 

 そういうときに、当該の首長さんたちは、決断がしにくい。先延ばしになっていく。そ

れで本当にいいのかどうかという議論を解決する方法として、あらかじめエリアの狭い市

だとかそういったところで、広域連携ができない場合には、そういうものを協定で、ある

いはどういう形でするのかというのはちょっと課題がまだ、勉強しなければいけないと思

っていますが、そういうものもあってもいいのではないか。 

 少なくとも、広域自治体では、例えば県知事の立場で１つの決断をすることに関しては、

120万票をとる私にとってみれば、仮に１万人が反対しても、県民全体が賛成していただけ

ることであれば、ある程度口説いて口説いてだめな場合には、時によっては強行すること

もあるのかなと。 

 例えば岩手県の被災地の木くずを災害廃棄物として受け入れるときに、当然、一部反対

があります。もちろん住民集会を何回もやって、当該市などの理解も得て、議会の理解も

得て受け入れはするのですけれども、そういう手続を踏んだ上でもやはり反対者はいます。

そういったときに、反対者の数がどの程度かということについてもいろいろな議論があり

ますが、１つの決断をするときに、広域であればしやすいというのがあると思いますので、

そういう部分についての用意があってもしかるべきかなと。 

 そういう意味で、本音ベースで時々首長の皆さんたちが、なかなか決断しにくいので、

結果的には流れてしまう。それで本当にいいかどうかということについては疑問がありま

すというお話があったので、資料という形では問題提起しておりませんが、そういう話が

あるということをぜひ委員の皆様にも御理解いただきたいということで、若干の問題提起

をさせていただいたところです。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 都道府県による補完の論点について、ほかにさらに御発言ございますでしょうか。 

 それでは、そのほかの論点も含めてどうぞ御自由に御発言をお願いいたします。 

 太田委員、どうぞ。 

○太田委員 ちょっと抽象的な質問になります。もしどなたかお答えいただけるのであれ

ばお答えいただきたいという程度でいいのですけれども。事務処理特例とか補完のことを

お話する際に、信頼関係、議論、コミュニケーションができるのであれば大丈夫である、

基本、話し合いベースで解決できるはずだし、そういうものを保てるようにしてほしいと

おっしゃいました。そのときのコミュニケーションとして具体的に指摘されたのは、首長

さんたちの面談の機会があるということであったわけです。しばしば特に法律家を中心と

する人たちは、もめたときのことを考えて、そのときにさりとて何かの基準に照らして適

否を判断するという裁定制度というものが難しいと、協議会で協議とか、ぜいぜい第三者

を関与させるということを考えます。 
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 そのときに、ここから先は私の推測ですが、そのような制度を導入したとして、第三者

の前で首長さん同士が出てくるというのは余り考えていないのではないかと思うのです。

紛争調停のようなことを考えますと、どちらかというと、その事務を担当しているお役人

さんたちが出てきて、弁護士とか学者あるいはその分野に詳しい人の前で何か意見を述べ

て調停をするというパターンを考えているいのではないかと思います。 

 事務処理特例とか補完に関して首長さん同士のコミュニケーションが重要であるという

ことにしますと、第三者が来て、お役人さんたちが来てというパターンとはちょっと違う

ことになってしまって、そういう場合に首長さんたちの議論こそが重要だという領域であ

れば、第三者の関与するものは余り機能しないのかなという気もするのですが、同時に一々

この権限を移すかどうかについて首長さんの個人的な決断が必要になってくるのかどうか

ということ自体が、私は学者として実務がよくわかりませんので、よくわからないところ

があります。 

 そこでお伺いしたいのですが、第三者が関与することについて消極的な態度をとられる

のは、要するに当事者の間に知らない人が入ってくること自体が気に入らないとお考えな

のか。どちらかというと首長のパーソナルな決定とコミュニケーションの信頼関係こそが

重要なのであって、第三者が来て、役人がその前で意見を述べるという制度では、どちら

かというと役に立たないのではないかとお思いなのか。あえて整理されると、どちらのほ

うの理由で嫌がられるのか。もしどなたかお答えになるのが可能な方がおられればお答え

いただきたいと思います。 

○碓井委員長 これはやはり首長さんのほうの団体に伺うほかはないと思います。 

 町村会、渡邊町長さんからお願いします。 

○渡邊町長 非常に難しい質問ですけれども、先ほどの事務権限のお話と同じように、今、

ほとんどの都道府県では、市町村との協議によって、協議というのはいろいろな委員会を

開いて、そこの中で都道府県が市町村の求める権限としてどういうものがあるかを協議し

ながら、県知事さんが選択して市町村に説明している。市町村は提案されたものに対して

自分たちが住民にとって必要な事務権限なのかどうか、これを判断しながら選択して、県

と本来、県の事務権限であれば、いわゆる委託という関係で市町村が受けるという関係で

やっています。 

 そういう意味では、市町村が、特に町村側にしてみれば、住民にとってこの仕事が有益

なのか有益ではないのか、住民サービスに貢献できるのか貢献できないのか、という判断

になるのです。 

 正直なところ、本音で言わせていただけば、職員の皆さん方は嫌がります。なぜかとい

うと、事務量とか多様性のない仕事ばかりいっぱいになって、委託料などはわずかしか来

ませんから、そんな権限などはもらってもしようがないということです。 

 しかしながら、私ども首長の立場であれば、そのことがどうであれ、住民にとって有益

なもので政治的な決断ができるものについては、最終的に県と協議をしながら、私の場合
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はこれはぜひもらいなさいと指示しています。だから、補完という原理は、基本的には生

まれないという認識でいます。しかし、先ほど来話しているように、技術的な面とか専門

性の問題とかいろいろなことで、県が求める権限についてどうしても対応できないときに

は手挙げ方式はやむを得ないのではないかというのはそういう意味です。 

 新潟県の場合も、知事さんと市長会、町村会で、国に準じて、協議の場を決めさせても

らっています。知事さんは嫌がってあまり場を開かないのですけれども、しかし、現実に

はそういう場を持って我々が事務権限のことも含めていろいろな県政、知事さんが考えて

いることとか、我々が市町村行政の中でどうあるべきかということを含めながら協議する

ことになっております。 

 今ほどお話があったような、やはり望むべきなのか望むべきでないのか、与えられるの

か与えられないのかという視点で捉えざるを得ないと思う。町村にとって有益に事務事業

が住民サービスに貢献できなければ意味がないわけです。例えば、事務処理特例の関係で、

うちは１万人ちょっとの町ですが、消費者行政は町でやっています。隣の市には県から権

限移譲され、消費者協会があるが、自分の町の住民がなかなか相談に行けないという問題

があった。うちの町は小さな町ですが、専門職を置いて消費者行政をやり始めたら、むし

ろ隣の市のほうからの相談事業が多くなるという実態もある。 

 だから、固有の市町村の実態に即した形の事務権限選択や、または政策として我々首長

の意向による場合もあるし、県の固有の事業の場合もありますが、そういうものを選択し

ていくわけです。ですから、我々町村の立場では、本来、補完という言葉はどうなのかな

というのが正直なところ。しかし、水平補完とか都道府県による補完というのは、結局、

関与になるわけですから、手挙げ方式でやむを得ないところはやむを得ないのかという言

葉で表現させていただいたということです。 

 以上です。 

○碓井委員長 それでは、全国市長会、南市長さん、お願いします。 

○南市長 私は、天理の市長として、県との中で、今、トラブルめいたものを実感してい

ません。ちょうど今、知事が２期目に入られましたけれども、非常に前向きな姿勢のお方

ですから、先ほど言いました奈良モデルというものをつくって、奈良県が日本で一番の県

になっていこうという思いのなかで、各市町村と、概ね月に１回以上は公開で会合をやっ

ております。その中で、今、具体な案が見つからない。そういう中で、例えば今、第三者

機関について云々ということについても、具体にそれをすることが今、私の頭の中には浮

かんでこないので、ちょっとお答えがしづらいなと思っての先ほど来の私の意見として述

べております。 

 そういうことで、今のところは、座長さんのほうから意見をと言われましたが、特に今

はそういう答えしか持ち合わせていません。 

○碓井委員長 ありがとうございました。 

 では、全国知事会、上田知事さん、お願いします。 
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○上田知事 基本的には、市町村への権限移譲を県が行う場合も受けとめる側の優先順位

というのでしょうか、有益さの優先順位というのでしょうか、そういうもので熟度が決ま

ってくると思います。さほどどうでもいいようなものはむきになって受けとらない傾向は

やはりあると思います。そんな認識に仮に立っていても、それでも例えば隣接市が受け取

ったりしていくと、やはり何となくその流れの中に入っていかないとまずいのかなという

形になると思います。 

 先ほどちょっと事例を出しましたパスポートもある程度便利だということはよくわかっ

ているのですけれども、５年に１回の話なのにむきになって自分のところでやる必要はあ

るのかという認識を持っている首長さんが仮にいらっしゃったとします。したがって、そ

んなにむきになって受けとろうとしない。でも、たまたま隣の市が受け取ったりする。そ

うすると、単独で隣の市がやったりすると、おたくはやっていないのという感じで住民同

士の付き合いの中でそれがわかったりすると優先度が急に上がっていくということもある

と思っています。 

 権限移譲については、県側が市町村重視という形の中で、基礎的自治体が優先されるべ

きだという形で問題提起はされますが、受け取る側の有益さについて熟度がまだ高まって

いないときに、それはむきになって受け取らないのではないかと思います。しかし、お薦

めはずっとする。受け取らないからなじるような形にもならないと思っています。それは

やむを得ないなと。しかし、有益度の高いものに関しては何回もお薦めをして、より便利

な暮らしを県民としてやっていただくという姿勢は県として持っているつもりであります。

そこが一番のポイントだと思います。住民にとって本当にいいものというのは、自ずから

寄こせということになってくると思っています。仮に体制があろうがなかろうが、基礎的

自治体としては有益なものに関しては、ちゃんと渡せということがあると思っています。

そういうことについて、しっかり広域自治体として受け止めて、それをお渡ししていく。

やっていっていただく。そういう姿勢が一番大事だと思っています。 

 それと、トラブルがあったときにどうなるのかという話ですが、地域なりで話題になり

ますので、そのときにどちらが正義か、どちらが有利でどちらが不利かも端的にわかりま

すので、おのずから解決の方法は示されるのではないかと私自身は思っております。よほ

どのことがない限り、第三者が出てこなければ解決しないということではなくて、身近な

問題になればなるほど話題になってしまいますので、おのずから決まるものは決まってい

くのではないかと思っています。 

○碓井委員長 ほかに関連する御質問等ございませんでしょうか。 

 それでは、ほかの論点も含めてどうぞ自由に御発言をお願いします。 

 伊藤委員、お願いします。 

○伊藤委員 全国知事会から御提出していただいた資料の３ページの大都市制度のあり方

についてですけれども、確認ですが、指定都市に対して道府県が事務移譲あるいは財政的

な措置をするという場合に、全国知事会としては、個別に判断していくべきと書かれてお
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ります。これは先ほどの事務処理特例の話ともかかわるかもしれないのですが、知事会と

しては、事務処理特例的な枠組みの中で進めていくべきとお考えなのか。それとも、もう

少し別の協議の場ですとか、何らかの形での制度を活用していくとお考えなのかというこ

とを確認させていただきたいと思います。また、それについて市長会あるいは市議会議長

会の側でもどのようにお考えなのかという点について確認したいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○碓井委員長 では、全国知事会、上田知事さん、お願いします。 

○上田知事 基本は、指定都市に対しても権限移譲を進めていくべきだという考え方に立

っているわけであります。そこで問題なのが、財源措置をどうするかということでありま

す。指定都市側からはより安定した財源をきちっと乗せてくるようにという話になってき

ますが、実態として、道府県側のほうが財政が弱いという課題がありますので、そういう

財政の弱いところから財源も移譲していくという形になっていくのはますます、いわば都

道府県におけるハートランドを持っている指定都市が強くなるばかりで、道府県は弱くな

っていくという課題がありますので、その部分に関してだけは、常に知事会としては財源

についての措置をきちっとやっていかなければならない。そういうことが保障されないと

現時点ではなかなか進まないような形になるのではないか。 

 一番問題になっている、いわゆる教員の給与のねじれなどが全くそのとおりで、こうい

うものもきちっと整理をしなければいけない。本来、指定都市に全て権限と財源があるべ

きですが、それができていないという形になっていますので、そういうことも含めて、い

かに権限と財源を一致させるか。その場合、指定都市だけが十分な財源を確保されるとい

うことではなくて、道府県もきちっと確保されるべきだというのが知事会の立場でありま

す。 

○碓井委員長 伊藤委員の質問に対して、全国市長会、南市長さん、御発言ありますか。 

○南市長 今、全国知事会の埼玉県知事さんがおっしゃった内容とほとんど同じです。基

本的にこういう取り組みは歓迎しています。その中で、今、日本の国で一番大切な財源と

権限をうまく組み合わせ、それに早く近づける方向で進めていただけたらと思っています。 

○碓井委員長 ほかに御発言ありますでしょうか。 

 私から、今のことにも関係するのですが、素案の８ページ、③指定都市と都道府県の協

議会という項目がございますが、第１段落で「適切に連絡調整を行う協議会を設置し、協

議を行うことを制度化し、公の施設の適切配置や効率的・効果的な事務処理を図ることを

すべきである」という記述がございます。全体として、きょうは六団体の皆様それぞれの

地域のことは自主的に決めるべきであるというトーンの御発言が多かったわけですが、こ

こでは首長さんだけではなくて、下のほうを見ますと「執行機関と議会が共に参画するこ

とが協議の実効性を高める上で重要である」という記述もございますので、これはまず、

議会という立場から全国市議会議長会の佐藤議長さんから御意見がありましたらお願いし

ます。 
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○佐藤議長 私はまさに横浜市でございまして、そんな中で政令指定都市、特別自治市を

目指すべきだということでお話をさせていただいている中で、今、横浜が取り組んできて

いる。簡単に言ってしまいますと、横浜の住民にとりましても、住民サービスをさまざま

受けている中で、市から受けるもの、県から受けるものさまざまを考えても、市のほうか

ら受けるサービスがほとんどになっているわけでございまして、そんな中で横浜市が大都

市としてやるべき姿。今、全国の政令指定都市、大阪さんは除いておりますけれども、そ

れ以外の市長会あるいは議長会の中でも、また、全国市議会議長会の中にも指定都市協議

会を立ち上げるということで決まったところでございまして、そこが中心となりまして、

今、権限、財源の移譲についてぜひ特別自治市の創設に向けまして、国のほうにも今、お

願いをしているところでございます。それと、私どもが考えていかなければいけないのは、

やはり周辺の市町村を含めて、しっかりと連携をして、理解をいただきながらこの問題は

進めなければいけないと思っておりますし、まさに、そういったところを進めることをま

ず第一に考えていきたいと思っております。 

 済みません、ちょっと答えになったかわかりませんが。 

○碓井委員長 全国都道府県議会議長会の林委員さん、いかがでしょうか。 

○林（正）委員 政令指定都市の考え方がそれぞれの地域によって、あるいは生い立ちに

よって変わってきておるのではなかろうかと思います。 

 例えば、広島市は早いうちに政令指定都市になったわけでありますが、権限移譲してく

れというものも中にはあるわけです。それはなぜかというと、港湾の部分などはそうなの

ですけれども、市とすれば、同じ地域であるのだから、港湾の事業もやらせてくれという

ことを言われていたのですが、県とすれば、今まで何千億という投資をして、やっと利益

が出だしたのだからそんなに簡単に渡せないというやりとりもあるようなことで、それぞ

れの立場で話し合いをしながら進めていかなければいけない。なかなか難しい問題であろ

うと感じております。 

○碓井委員長 この協議会の設置について全国知事会、上田知事さん、いかがでしょうか。 

○上田知事 基本的には、多くの都道府県が指定都市と協議会を何らかの形で作って、様々

な調整をしているところですが、これに議会を入れるという話になってくる提案だと思い

ますが、若干慎重に考えてもいい部分があるのかなと思っております。 

 １つは、執行権をどのように見るかということと、当然、議会を通じてこうした課題に

ついて質疑等々を通じて、例えば議会の監査委員などは、監査をやった事項については議

会で質問をするのを、私の記憶では、多分、禁止事項はないと思いますけれども、しかし、

それは辞退するというのでしょうか、質問のときにそこの部分は外すというのと同じよう

に、何らかの形で制約がかかってくる部分が出てくるのであれば、むしろ行政同士の協議

会の中で、議会に事前に例えば諮問して、参考意見を聞くとか、そういうレベルにしない

と、なかなか難しくなるのかなという考え方があります。これはまだ知事会で議論してい

ませんでした。したがって、今のは私個人の意見であります。この部分に関しては、改め



28 

 

て確認したいと思いますが、若干、もう少し丁寧に考えた方がいいのかなと思っておりま

す。 

○碓井委員長 どうもありがとうございました。 

 全国市長会の南市長さんには、時間の関係でパスさせていただいてよろしいでしょうか。 

○南市長 結構です。 

○碓井委員長 恐れ入ります。 

 大変熱心に御意見を伺っているうちに時間が参りました。委員の皆様でこの機会にこれ

だけは聞かないと答申が書けないという方がいらっしゃったらお一人だけ伺ってもいいの

ですが。大丈夫ですね。答申を書けますね。 

 ありがとうございます。 

 それでは、本日はここまでとさせていただきたいと存じます。次回は本日の地方六団体

及び委員の皆様の御意見を踏まえて、「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービスの

提供のあり方に関する答申（案）」として用意させていただきまして、できれば専門小員会

として答申案の取りまとめをしたいと考えております。日時・場所は、６月11日火曜日、

15時より全国都市会館第２会議室となっております。詳細につきましては、改めて事務局

より御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、本日の専門小委員会を閉会いたします。 

 長時間ありがとうございました。 


